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古ウイグル語行政命令文書に「みえない」ヤルリグ

松　井　　　太

はじめに
西曆13～14世紀のモンゴル帝國時代においては，モンゴル皇帝（qaγan > P. qān ~ qā’ān）やモン

ゴル皇族・后妃さらには皇族以外の將相や宗教權力者が發した命令が，モンゴル支配地域の各地で

遵守すべき規範・法源として大きな權威を持っていた。これらの命令のうち，モンゴル皇帝（世祖

クビライ以降の大元ウルス皇帝を含む）が發したものはモンゴル語でジャルリク（ǰarliγ）あるい

はテュルク系諸語でヤルリグ（yarlïγ）すなわち「おおせ」と稱された。これは，その他の皇族・

將相らの命令をさすモンゴル語が等しくüge「ことば」とされたのとは對照的であり，唯一至上の

最高君主としてのモンゴル皇帝の命令が特別・絶大な權威を持っていたことを示す［杉山 1990, 1

＝杉山 2004, 372–373］。ただし，このような原則は，特にモンゴル帝國が分權化していく14世紀後

半には，嚴格には遵守されなくなっていったとも考えられている。

そこで本稿では，モンゴル支配下ユーラシアの中央域に位置する東トルキスタン・トゥルファン

地域發現の古ウイグル語行政命令文書を題材として，この「おおせ」をさすテュルク語・ウイグル

語のヤルリグ（yarlïγ）が「みえない」ことから，逆説的にモンゴル皇帝に歸せられる「おおせ

（ǰarliγ ~ T. yarlïγ）」の不可侵性と，それらの文書の歷史的背景について檢討するものである。

1．モンゴル時代の諸種文書の冒頭定式にみえるジャルリク・ヤルリグ
モンゴル語ジャルリク （ǰarliγ）「おおせ」は，モンゴル皇帝が發した命令文書において皇帝の命

令の呼稱として用いられるだけでなく，皇帝以外のモンゴル皇族・將相・行政機關が發行者となる

文書の冒頭定式における權限附與文言（Intitulatio）においても，「皇帝のおおせにより（qaγan-u 

ǰarliγ-iyar）」という文言で用いられた。同時代の漢文編纂史料や出土文書に頻見する「皇帝聖旨裏
に

」

は，この漢語譯である。以下に，同時代のモンゴル語文書の用例を掲げておく。

①敦煌北區出土，14世紀後半︵?︶モンゴル語文書 B163: 46

1qaγan-u ǰarlγ-iyar 2arka’širi-yin lingǰi-(b)[er] 3čautauš[i-yin noyad üge manu?]

「皇帝のおおせにより，アルカシリの令旨（lingǰi < Chin. 令旨）により，［われら］招討司［の
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ノヤンたちのことば（?）］」1

②敦煌（?）發現，14世紀後半モンゴル語文書，京都・藤井有鄰館 No. 4

1qaγan-u ǰarliγ-iyar 2sultanš-a si-ning ong-un 3ongvuu-yin noyad-ta 4buyanquli üi-uu si-ning ong-un 

5vuu-ui sun-g? günsi bič[i]g ögümü

「皇帝のおおせにより，スルタン=シャー（Sultanš-a < Sulṭān Šāh）西寧王の王府のノヤンたちへ。

ブヤンクリ威武西寧王の府尉（または傅尉）スン（?）=ギュンシが書状を送る」2 

③内蒙古カラホト（Qara-Qota）出土モンゴル語文書 F9:W31b［吉田・チメドドルジ 2008, 72］

1qaγan-u ǰarlγ-iyar 2qong tays-i-yin lingǰiber 3(I)šin-e luu sunggon vuu-yin noyad üge manu 

「皇帝のおおせにより，皇太子（qong tayzi）の令旨（lingǰi）により，われら亦集乃路總管府の

ノヤンたちのことば」

④トゥルファン出土モンゴル語文書 MongHT 073［BT XVI, Nr. 73］

1qan-u ǰarliγ-iyar 2bigtemür üge manu

「皇帝のおおせにより，われらビグ=テムルのことば」

以上，①②③は，その出土・發現地に鑑みて，大元ウルス支配下で發行されたことは確實である。

いずれも，文書冒頭の「皇帝のおおせにより（qaγan-u ǰarliγ-iyar）」という定型文言により，自らの

依據する權威がモンゴル皇帝であることを示している。また④は，從來，14世紀以降に中央アジ

アを支配したチャガタイ=ウルス（いわゆるチャガタイ=ハン國）發行文書とみなされているが，

その發行者ビグ=テムル自身は大元ウルス皇帝の權威を認めていた可能性が高い［cf. 杉山 1987, 

47, 杉山 1990, 1＝杉山 2004, 365, 394］

その一方で，チャガタイ=ウルスが發行したモンゴル語命令文書の冒頭定式の權限附與文言には，

モンゴル皇帝の命令に限定されるはずの「おおせ（ǰarliγ）」の語を，チャガタイ家王族に對して用

いる例が3點ある。

1 嘎日迪 2004, 411–412; 敖特根 2006 ＝敖特根 2010, IV。第2行冒頭の人名を，嘎日迪はQaraǰaširiと判讀したが，
敖特根はAratnaširiと改めて東方チャガタイ家出身の豫王アラトナシリ（阿剌忒納失里 < Aratnaširi < Skt. 
Ratnaśrī）に同定した。しかし筆者は，2013年12月に敦煌莫高窟研究院に保管される原文書を實見した結果，
本文のようにアルカシリ（Arka’širi ~ Arkaširi < Skt. Arkaśrī）と改め，敦煌に據った西寧王家の後裔として洪武
二十四年（1391）に明に來朝した「蒙古王子の阿魯哥失里」［cf. 杉山 1982＝杉山 2004, 272–274］に比定する
ことを提案する。また，嘎日迪・敖特根とも，このモンゴル王族を本文書の發行者とみなしている。しかし，
第2行の令旨（lingǰi）の後には語頭の B- 字の殘畫がわずかに確認でき，後掲③の用例と比較すれば -berを推
補できる。また第4–7行の行頭が第3行の「招討司（> M. čautauš[i]）」よりもさらに低く「降格」されている
ため，本文書は，この「招討司」の關係者により，その下級・下位の機關に宛てて發行されたものと考えら
れる。「招討司」に後續する破損缺落部分は，やはり後掲③を參考にしてかりに補ったものである。

2 Franke 1965; Ligeti 1972, 235–236; 杉山 2004, 282. 文書の年代はスルタン=シャー西寧王の受封以降に限られ，
それは早くとも1353年より後のこととなる［杉山 1982＝杉山 2004, 272］。從來，本文書はトゥルファン地域
のトヨク（「吐峪溝」）出土と考えられてきたが，ハミ（哈密）に據る威武西寧王家の王府から敦煌の西寧王家に宛
てて發行されたものである以上，敦煌發現資料とみなされるべきである［松井 1997, n. 13; 松井 2008b, fn. 3］。
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⑤トゥルファン出土，1338年モンゴル語文書 MongHT 074［BT XVI, Nr. 74］

1yisüntemür-ün ǰrlγ-iyr 2temür satilmiš ekiten 3toγačin šügüsüčin üge 4manu

「イスン=テムルのおおせにより，われらテムル（と？）サティルミシュを頭とする會計官たち

（toγačin）・糧食管理官たち（šügüsüčin）のことば」

⑥トゥルファン出土，1368年モンゴル語文書 MongHT 068［BT XVI, Nr. 68; cf. 松井 2008a, 18］

1ilasqoǰa-yin ǰarlγ-iyar 2kedmen baγatur üge manu

「イルヤス=ホージャのおおせにより，われらケドメン=バアトルのことば」

⑦敦煌北區出土，14世紀後半，モンゴル語文書 B163:42［松井 2008b］

1
[ ](....)boladun ǰarlγ-iyar 2k[e](d)men baγatur üge [manu]

「……=ボラトのおおせにより，［われら］ケドメン=バアトルのことば」

⑤のイスン=テムル（Yisüntemür）はチャガタイ=ウルス當主（r. 1338–1339）3，⑥のイルヤス=ホー

ジャ（Ilasqoǰa < P. Ilyās-Ḫwāǧa）もやはりチャガタイ=ウルス當主（r. 1363–1370）である。⑦の「……

=ボラト（[....]-Bolad）」は文書の破損缺落により判然としないが，その發令者ケドメン=バアトル

（Kedmen-Baγatur）は⑥の發令者と同一人物である。從って，⑥にみえるイルヤス=ホージャと同樣，

14世紀初頭にチャガタイ=ウルスを再興したドゥア（Du’a, r. 1282–1307）の家系に連なるチャガタ

イ王族と考えられる［松井 2008b, 27］。

さらに，チャガタイ=ウルスやフレグ=ウルス（いわゆるイルハン朝）が發行した行政文書の權

限附與文言では，このモンゴル語 .... ǰarliγ-iyar「～のおおせにより」をテュルク語化した .... yarlïγ-

ïn-dïn 「～のおおせにより」という表現を，モンゴル皇帝以外の君主に用いる例が確認される。

⑧トゥルファン出土，西曆1302年（または1290年）ウイグル語文書 *U 9168 II［松井 2008a; cf. 

VOHD 13, 22, #272］

1ṭuu-a yrlγ-ïn-dïn 2[t](ü)män sözüm

「ドゥアのおおせにより，私テュメンのことば」

⑨西曆1293年，ペルシア語文書［Soudavar 1992］

1
[Irīnǧī]n Durǧī yarlīġīndīn 2Šiktūr Aqbūqā Ṭaġāǧār sūzīndīn 3Aḥmad ṣāḥib dīwān sūzī

「［イリンチ］ン=ドルジのおおせにより，シクトゥル（Šiktūr < Šigtür）・アク=ブカ（Aqbūqā  

< T. Aq-Buqa）・タガチャル（Ṭaġāǧār < Taγačar）のことば（sūz < T. söz）により，アフマド財務

長官のことば」

3 このイスン=テムルについて，杉山正明は同名の第10代モンゴル皇帝の泰定帝に比定する可能性を示唆する
が［杉山 1990, 1＝杉山 2004, 394］，これをチャガタイ=ウルス當主とみなした L. V. Clark の説は鐵案である
［Clark 1975］。
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⑩アルダビール（Ardabīl）發現，西曆1305年ペルシア語文書［PUM, Urkunde V］

1tawakkaltu ‘alā’llāh 2Ūlǧāytū sulṭān yarlīġīndīn 3Qutluġ Šāh sūzī

「神に歸依す。オルジェイトゥ=スルタンのおおせにより，クトルグ=シャーのことば（sūzī < T. 

sözi）」

⑪アルダビール發現，西曆1305年ペルシア語文書［PUM, Urkunde VI］

1bi-ism allāh al-raḥman al-raḥīm 2Ūlǧāytū sulṭān yarlīġīndīn 3Qutluġšāh Čūbān Būlād Ḥasan Sawinč 

sūzīndīn 4Sa‘d al-Dīn sūzī

「慈悲深く慈愛あまねき神の御名において。オルジェイトゥ=スルタンのおおせにより，クト

ルグ=シャー・チョバン（Čūbān < M. Čoban）・ボラド（Būlād < M. Bolad）・ハサン・セヴィンチ

（Sawinč < T. Sävinč）のことばにより，サアド=アッディーンのことば」

⑫アルダビール發現，西曆1321年ペルシア語文書［PUM, Urkunde VIII］

1Abū Sa‘īd bahādur ḫān yarlīġīnd[ī]n 2Čūbān sūzī

「アブー=サイード=バアトル=カンのおおせにより，チョバンのことば」

⑬アルダビール發現，西曆1323年ペルシア語文書［PUM, Urkunde IX］

1al-musta‘ān huwa’llāh ta‘ālā 2Abū Sa‘īd bahādur ḫān yarlīġīnd[ī]n 3Dimašq Ḫwāǧa sūzī

「至高なる神の庇護［により］，アブー=サイード=バアトル=カンのおおせにより，ディマシュ

ク=ホージャのことば」

⑭アルダビール發現，西曆1342年ペルシア語文書［PUM, Urkunde XIV］

1bi-ism allāh al-raḥman al-raḥīm 2Sulṭān Sulaymān yarlīġīnd[ī]n 3Šayḫ Ḥasan Čūbānī sūzī

「慈悲深く慈愛あまねき神の御名において。スルタン=スライマンのおおせにより，チョバン

家シャイフ=ハサンのことば」

⑧に言及されるドゥア（Ṭuu-a ~ Duu-a ~ Duwa ~ Duγa）は14世紀にチャガタイ=ウルスを再興し

たドゥアその人である。この⑧文書は，ドゥアの在位時代に，チャガタイ=ウルスが東部天山地方

のウイグル王國領をいったん直接支配下においた時期があったことを示す［松井 2008a］。

一方，⑨～⑭は，フレグ=ウルス支配下で發行されたペルシア語命令文書の冒頭の權限附與文言

である。アラビア語の定型句で始まる⑩⑪⑬⑭を含め，いずれもアラビア字表記のテュルク語 .... 

yarlīġīndīn（< T. yarlïγ-ïn-dïn）「～のおおせにより」という定型表現が，⑨ではイリンチン=ドルジ

（[Irīnǧī]n Durǧī < M. Irinčin-Dorǰi）すなわちキカトゥ（M. Kiqatu ~ *Kiqa’atu ~ *Kiqaγatu > P. Kīḫātū, r. 

1291–1295），⑩・⑪ではオルジェイトゥ（Ūlǧāytū < M. Ölǰeitü, r. 1304–1316），⑫・⑬ではアブー=

サイード（Abū Sa‘īd > M. Busayid, r. 1316–1335）ら歷代のフレグ=ウルス當主に用いられている。

⑭スライマン（Sulaymān, r. 1338–1353）はフレグの後裔で，チョバン朝の傀儡君主であるから，立

場上はフレグ=ウルス當主に準じるものである。

これまでに知られている限り，チャガタイ=ウルス・フレグ=ウルスとも，その當主自身が發行
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した命令文書では，いずれも自らの命令を「ことば（M. üge）」と稱しており［BT XVI, Nrn. 70, 71, 

72, 75, 76; Pelliot 1936; Mostaert / Cleaves 1952; Claeves 1953; Mostaert / Cleaves 1962; Ligeti 1972 ; 

Tumurtogoo 2006; Tumurtogoo 2010］，彼らがモンゴル皇帝の權威を承認していたことがうかがえる

［杉山 1990, 1 ＝杉山 2004, 393–394］。これに鑑みれば，モンゴル皇帝ではなくチャガタイ=ウルス・

フレグ=ウルスの當主にM. ǰarliγ ~ T. yarlïγ 「おおせ」の語を用いる上掲⑤～⑭の權限附與文言は，

唯一至上の存在としてのモンゴル皇帝の權威を侵犯するものとみなされ得る。

この點に關して，14世紀初頭にチャガタイ=ウルス當主エセン=ブカ（Esen-Buqa, r. 1310–1318）

の使節と，大元ウルスの部將トガチ（Toγači > 脱火赤／脱忽赤）のあいだで起こった口論を傳える，

ペルシア語年代記『オルジェイトゥ史』の一節は重要である［TU, 224b8–11］。

會談の際，（エセン=ブカの）使臣たち（īlčiyān < īlčī < T.-M. elči）は「エセン=ブカ（Īsānbūqā 

< Esen-Buqa） の “おおせ （yarlīġ < T. yarlïγ︶” は然々である」と言った。トガチ （Ṭūġāčī  < M. 

Toγači）はこれに聲を荒げて「黙れ︵ḫamūš︶！ “おおせ”とは皇帝 （qān） からするものである。

王子たちの命令 （farmān-i pisarān） は “令旨 （līnkǧī < M. lingǰi < Chin. 令旨︶” すなわち “王子たち

の命令”と言うのだ」と言った。（使臣の一人）タルテムル（Tāltīmūr）は「エセン=ブカは（チ

ンギス=カンの）子孫（ūrūġ  < M. uruγ）であるから，我々にとっては皇帝と同じだ」と言った。

この一節からは，大元ウルスの將相が「おおせ （T. yarlïγ ~ M. ǰarliγ）」の語をモンゴル皇帝の命令

に限定して用いるべきことを嚴格に認識していたのに對して，チャガタイ=ウルスの臣僚は，自身

が直接に仕えるチャガタイ=ウルス當主の命令をしばしば「おおせ （T. yarlïγ ~ M. ǰarliγ）」 と稱して

いたという状況が推測される。これは，チャガタイ=ウルス當主に「おおせ」の語を用いる，上掲

⑤～⑧の諸例を傍證するものといえる［松井 2008a, 15; 松井 2008b, 27–28］。

また上掲『オルジェイトゥ史』の著者カーシャーニー（Abū al-Qāsim Qāšānī）はフレグ=ウルス

宮廷に仕えた史家であるから［大塚 2014］，フレグ=ウルスでも「おおせ （P. yarlīġ < T. yarlïγ ~ M. 

ǰarliγ）」がモンゴル皇帝の命令に限定される呼稱であることは熟知されていたはずである。しかし，

⑨～⑭の諸例は，フレグ=ウルスの將相・臣僚も，自身が直接に仕える君主の命令を 「おおせ （P. 

yarlīġ < T. yarlïγ ~ M. ǰarliγ）」 と稱することを忌避しなかったことを示す。さらに，フレグ=ウルス

當主の命令についてḥukm-i yarlīġ 「おおせ（ヤルリグ）の命令；敕令」などと表現する例は，上掲

⑨～⑭を含むペルシア語行政文書や，『集史』ほかフレグ=ウルスで編纂されたペルシア語史料に

も頻見する。

このようなフレグ=ウルス當主の命令にかかる yarlīġ < T. yarlïγ の語について，つとに杉山正明は，

必ずしもモンゴル皇帝の「おおせ，命令」と對等のものではなく，むしろ君主の命令を文書化した

「敕許状」と解すべき可能性を指摘した［杉山 1990, 1 ＝杉山 2004, 393］。14世紀のイエメンのラスー

ル朝で編纂されたいわゆるRasūlid Hexaglot における對譯例（A. kitāba “writing, record” = P. mis̤āl “royal 
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mandate” = T. yarlīġ (< yarlïγ)）がこの杉山案の傍證となり得ることは，すでに拙稿で指摘した［松

井 2008a, 15; 松井 2008b, 27; cf. Golden 2000, 202］。また宮紀子も，フレグ=ウルスの後繼國家であ

るジャライル朝の君主シャイフ=ウヴァイス（Šayḫ Uways, r. 1356–1374）が1358年に發行したモン

ゴル語・ペルシア語合璧文書にみえるM. ǰarliγの語に對して，文脈上の理解に基づきつつ「文
かきもの

字」

の和譯をあてる［宮 2014, 25–26］。宮は注意しなかったが，この文書のモンゴル文第12–13行には「こ

の ǰarliγの裏面
4 4

（のペルシア文）に書いた定めにより（ene ǰarliγ-un kerü-dür bičigsen yosuγar）」とい

う表現がみえるので［Herrmann / Doerfer 1975, 74］，14世紀後半のイラン方面では，モンゴル語 

ǰarliγが明らかに文書化された「敕許状，命令書，證書」として用いられたことを再確認できる。

ちなみに，14世紀末～15世紀以降のジョチ=ウルスとその後裔政權の發行したテュルク語行政命令

文書においても，文書化された 「敕許状，命令書，證書」 としてのヤルリグ （T. yarlïγ） の用例は，

例えば，「朱印のある
4 4 4 4 4

ヤルリグ（al nišanlïγ yarlïγ; al tamγalïγ yarlïγ）」，「このヤルリグを把持
4 4

している

（bu yarlïγnï tutup turγan）」，「ヤルリグを見て
4 4

（yarlïγ körüp）」といった表現から確認される［e.g., 

Özyetgin 1996, 105, 106, 107, 114, 115, 116, 132; Özyetgin 2000, 172, 173］。

しかしながら，上掲⑤～⑭の權限附與文言にみえるM. ǰarliγ ~ T. yarlïγにまで，このような「（文

書化された）敕書，命令書」の語義を敷衍させることは難しい。例えば，⑥の發令者ケドメン=バ

アトルは，トゥルファン地域の主邑高昌に駐在していたチャガタイ=ウルスの代官と思われ，⑥文

書の内容はシングギング（Singging < Chin. 新興）つまり現在のセンギム（Sänggim）村に土地を有

していた人物の税役免除に關するものであった［松井 1998b, 33–34; 松井 2008a, 15–16; Matsui 2014a, 

271–272］。このような地理的局所の案件について，文書の發行者が，逐一チャガタイ=ウルス當主

からの「文書化された敕許状 （ǰarliγ） により」決裁を仰いでいたとは考えづらい。その點では，⑨

～⑭のフレグ=ウルス文書，さらには①～④の大元ウルス発令文書の諸例も同樣であり，必ずしも

皇帝やウルス當主からの文書化された命令に依據することを示すものではなく，あくまで文書發行

者が自身の依據する權威を明記するための定型的な表現にすぎない，と考えるべきであろう。

以上の諸點をまとめれば，モンゴル皇帝の命令に限定してM. ǰarliγ ~ T. yarlïγの語を用いるという

體例・規範は，13世紀末以降にチャガタイ=ウルス・フレグ=ウルスの臣僚が發行者となって「國

内向け」に作成した─上掲⑤～⑭のような─行政文書では，もはや嚴格には遵守されていな

かったとみなしてよいであろう。

2 ．例外的冒頭書式をもつウイグル文供出命令文書
さて筆者は，トゥルファン盆地を中心とする東部天山地方出土の古ウイグル語世俗文書のなかで

も，物件（金錢，人的勞働力をも含む）の供出を命令する行政文書すなわち供出命令文書の歷史學

的研究を進めてきた。

目下，筆者が確認し得た限りでは，これらのウイグル文供出命令文書の總数は99件にのぼる。

これらは，書體，捺された公印の形態的特徵，いくつかの特徵的な書寫上の體例，さらには閏月記
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載などにより，10～12世紀の西ウイグル時代，13～14世紀初頭のモンゴル帝國・大元ウルス支配

時代，さらに14世紀以降のチャガタイ=ウルス支配時代へと，その屬する年代をおおよそ判定する

ことが可能である。ただし，その書式は全體としてほぼ共通しており，冒頭に⑴十二支獸紀年・月

日が記され，續いて⑵物件供出の理由・目的，⑶供出物件とその數量，⑷供出負擔者，が場合によっ

ては順序を變えつつ記され，末尾の⑸命令文言が記された上で，公印 （官印） が押捺される［松井

1998a, 032; 松井 1998b, 11–13; 松井 2002, 94–100; 松井 2003, 55–57; Matsui 2009; 松井 2010, 33–35; 

Matsui 2014b］。

ところで，冒頭の⑴十二支獸紀年・月日に先立って，例外的な記載を有するウイグル文供出命令

文書が，管見の限り4件存在する。以下，これら4件の文書について，文獻學的な校訂テキスト・

和譯と，最小限の語註を提示する。なお，筆者が現在準備しているウイグル文供出命令文書の包括

的な校訂テキスト資料集成では，この文書 4件に對して，それぞれB3・B4・D20・E2という編號

を與えているので［cf. Matsui 2014b, 629–630］，本稿でもその編號に從って引用する。いずれも草

書體ウイグル字で書かれており，また解説・語註の各處に示すような諸點からも，13～14世紀の

モンゴル帝國時代に屬することは疑いない［cf. Matsui 2014b, 617–618, 620–622］。

B1 + B2 + B3 + B4　　SI 6544

いずれも「羊年」の紀年をもつ4件のウイグル文供出命令文書を連貼したものであり，1898年の

ロシアのV. I. Roborovskij, D. A. Klemencの高昌故城調査によって將來され，現在はロシア科學アカ

デミー・サンクトペテルブルク東方文獻研究所に所藏されている。なお，かつての所藏番號は SI. 

Uig. 14とされていた［cf. Tuguševa 2013, 135］。

つとに筆者は，連貼された4件のうちの第一文書（USp 53.1=後掲B1）をとりあげつつ，これら

の4件がいずれも驛傳馬の一時供出によるクプチル税（qupčïr ~ P. qupčūr < M. qubčiri）の代納命令

であることを論證した［松井 1998a, 035–037］。4件全點を扱った校訂テキストはまず USp 53.1–4 

として發表され，その後も多くの研究者により利用されている4。最近では，李經緯・Tuguševaも 

USpを微修正した校訂テキストを發表している［李經緯 1996, 198–203; Tuguševa 2013, 135–138］。

しかしながら，その内容理解は，殘念ながらなお不十分である。ただし，Tuguševa 2013は本文書

の寫眞複製を初めて公刊した點で有益である。

筆者の實見調査により古文書學的情報を整理すると，4件はいずれも縱方向の漉き縞（5/cm）の

ある中質紙を用いており，紙寸はそれぞれ 14.5 ⊗ 22.0 cm (B1)，15.0 ⊗ 19.0 cm (B2)，14.5 ⊗ 18.0 cm 

(B3)，14.5 ⊗ 19.0 cm (B4)，これらを連貼された状態で約 15.0 ⊗ 75.0 cm である。また，4件のいずれ

にも同一の漢字の朱方印（9.0 ⊗ 9.0 cm）が捺されており，その印文は「高昌王
？

／總管府／□□印」

4 E.g., Pelliot 1944, 156–157; Arat 1964, 36; Tixonov 1966, 102; ClarkIntro, 388–389, 441–443 (Nos. 105–108); Zieme 
1980, 202; 田衞疆1994, 33.
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と判讀できる5。

後述するように，この4件の紀年である「羊年」はおそらく同一であり，憲宗モンケ（Möngke）

九年（1259）己未に比定される［語註 B3r1 參照］。憲宗モンケは，その卽位元年（1251）に，天山

山脈北麓のウイグル王國の夏都ビシュバリク（Biš-Balïq > Chin. 別失八里～別十八里）に，ウイグ

ル王國領を含む中央アジア・トルキスタン地域に對するモンゴル統治機關として別失八里等處行尚

書省を設置していた［安部 1955, 49–57; 本田 1967, 89–91］。本文書の朱印鑑にみえる「高昌王
？

總管

府」とは，この別失八里等處行尚書省の屬下にあって，高昌王すなわちウイグル王の支配領域を擔

當した行政機關とみなせるであろう6。

本稿で歷史學的な檢討の對象とするB3・B4文書は，この連貼された4件のうちの後半の2件であ

るが，ここでは4件まとめて筆者の實見調査に基づく校訂を提示しておく。

B1 1 qo(yn) yïl (yi)tinč (a)y 羊年第七月
2  yägirmikä öngtün čärig- 二十日に。先鋒軍（東方軍？）
3 -tin at alγalï klgüči から馬を取りに來る
4 aḍay toγrïl-qa qošang- アタイ=トグリルとコシャング
5 -qa balïq-ta müngü への，城市で騎乘すべき
6 iki at-ta bačaγa trqan 2頭の馬のうち，バチャガ=タルカン
7 yṳz-intä bolmïš taz の百戸（内）のボルミシュ=タズが
8 (b)ir at ulaγ birip iki 1頭の馬を供出して，2
9 kün birip üč baqïr 日間供出して，3錢の

10 kümüš qupčïr-qa 銀のクプチル税に
11 tutzun • 換算せよ。

  

5 印文の解讀にあたっては赤木崇敏（大阪大學）氏のご教示を得た。ここに特記して謝意を示したい。
6 歷代のウイグル王＝イドゥククト（ïduq qut > Chin. 亦都護，「聖なる天寵」の意）の事蹟を顯彰する『亦都護
高昌王世勲碑』には「仁宗皇帝，始稽故實，封爲高昌王，別以金印賜之。設王傅之官。王印行諸内郡，亦都
護之印則行諸畏吾而之境」という著名な一節があり［虞集『道園學古錄』巻24；『元史』巻122・巴而朮阿而
忒的斤（Barčuq-Art-Tegin）傳もおおむね同文］，仁宗アユルバルワダ時代になってはじめて當時のウイグル王
ニグリン=テギン （Nigürin-Tegin > Chin. 紐林的斤） に 「高昌王」 號が與えられ，これに伴い「（高昌）王印」と「亦
都護之印」が倂用されるようになったとされる。『世勲碑』ウイグル譯文もこれを踏襲して「ブヤントゥ=カー
ン （Buyanḍu qaγan, 仁宗） には恩賜されて，“金印 （altun tamγa） と高昌王 （Kao-čang ong） の名を與えさせ，ま
さに以前のバルチュク=アルト=イドゥククト （Barčuq-Art ïduq-qut） の如くに，永遠にまでその一族たちに繼
承させ，新たに與えさせた高昌王の金印を外郡 （yat taš il-lär） にて通行させる令旨（lingči）に用い，また別の
以前の金印を周圍のウイグル人たちの間 （yaqïn-ta Uyγur ara） で用いよ”とおおせになった（yarlïγ boldï）」とい
う［卡哈爾・劉迎勝 1984, 67］。『元史』巻108・諸王表も高昌王の始封を仁宗延祐三年（1316）とする。ただし，
『元史』巻24・仁宗本紀・至大四年 （1311） 五月甲辰条は「高昌王傅」の設置を傳えているから，少なくとも
この時點で「高昌王」號が與えられていたことになる。そして，本文書の朱印を「高昌王總管府」と讀んで
誤りないとすれば，すでに憲宗モンケ時代以前から，ウイグル王イドゥククトは漢語では「高昌王」と自稱・
雅稱することがあったと推測できる。前掲の『世勲碑』漢文に「故實を稽へて」というのは，このような事
情を反映しているのかもしれない。
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B2 1 qoyn yïl säkizinč ay yiti yngïqa 羊年第八月初七日に。
2 toqsïn-taqï yiti yïlqï ba(..)[  ] トクシンにある 7年分の ba(..)[...] 
3 käpäz alγalï barγučï yägänčük- 棉花を取りに行くイェゲンチュク
4 -kä turmïš-qa nampï- とトゥルミシュへの，ナムピ（南平）
5 -qa barγu iki at-ta へ行く 2頭の馬のうち，
6 bačaγ-a tarqan yṳz-intä バチャガ=タルカンの百戸（内）の
7 bolmiš taz bir at ulaγ ボルミシュ=タズが 1  頭の驛傳馬を
8 birip üč baqïr kümüš 供出して，3錢の銀の
9 qupčïr-qa tutzun クプチル税に換算せよ。

  
B3 1 arïq bökä-ning アリク=ブケの。

2  qoyn yïl onunč ay bir 羊年第十月十
3  ygrmikä bor sïqturγlï 一日に。ブドウ酒を壓搾させに
4  kälgüči qulan ilči qra 來るクラン使臣，カラ
5  ilči soγdu ilči ソグドゥ使臣
6  olar-qa balïq-ta müngü たちへの，城市で騎乘すべき
7  altï at ulaγ-ta bačaγ-a 6頭の驛傳馬のうち，バチャガ=
8  trqan yṳz-intä • bolmïš タルカンの百戸（内）のボルミシュ=
9  taz bir at iki kün タズが 1頭の馬を 2日間

10  birip üč baqïr kümüš 供出して，3錢の銀の
11  qupčïr-qa tutzun クプチル税に換算せよ。

  
B4 1 qorumčï oγul-nung コルムチ王子の。

2  qoyn yïl birygrminč ay 羊年第十一月
3  bir otuz-qa bor-čï 二十一日に。ブドウ酒係の
4  sulγar-qa bor tarγlï スルガルへの，ブドウ酒を集めるために
5  balïq-ta müngü bir 城市で騎乘すべき 1頭の
6  at ulaγ bačaγ-a trqan 驛傳馬を，バチャガ=タルカン
7  yṳz-intä bolmïš taz の百戸（内）のボルミシュ=タズが
8  birip bir yarïm 供出して，1.5
9  baqïr kümüš qupčïr- 錢の銀のクプチル税

10  -ïnga tutzun に換算せよ。

語註
B1r2, öngtün čärig: öngtünは「前方；東方」であるから， öngtün čärigで「先鋒軍；東方軍」の意［USp, 

90; Tuguševa 2013, 136］。後掲語註 B3r1 で述べるように，本文書の「羊年」は憲宗モンケ九年（1259）

己未に比定される。當時，皇帝モンケは自ら南宋遠征に出馬して四川地方の最前線に至っており，

本文書が發行された陰曆七月二十日（西曆8月10日）から八日後の七月二十八日癸亥（西曆では8

月18日）に崩御する。本文書で，馬匹を調達するために使臣を派遣してきた öngtün čärig「先鋒軍；

東方軍」とは，この南宋遠征軍をさしていたのかもしれない。
B1r6–7, bačaγa trqan yṳz-intä bolmiš taz: 連貼された4件のすべてにみえるこの記載はながらく誤

解されていたが［USp, 92; ClarkIntro, 388–389; 李經緯 1996, 200］，すでに拙稿［松井 1998a, 035; 松

井 2002, 97, 103–104］で明らかにしたように，yṳz ~ yüzを「百，100」の原義から行政組織として
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の「百戸」とみなし，その前は百戸長の人名，後續する人名は供出負担者と理解すべきである7。た

だし，yüzの前後の人名の轉寫は，本稿の通り微修正する。人名Bačaγaに後續する trqan ~ t(a)rqan ~ 

tarqanは突厥時代以來のテュルク語官稱號。供出負担者となる人名Bolmïšに續く taz「禿」は，や

はり人名要素として頻出する。
B2r2, toqsïn: 麴氏高昌國・唐代の篤新に由來するオアシス都市で，『元史』地理志の他古新，現

在のトクスン（Toqsun > Chin. 托克遜）に相當する［Matsui 2014a, 169, fn. 6］。
B2r2-3, yiti yïlqï baγ[ï?] käpäz: 冒頭のyiti「7，七」と末尾の käpäz 「棉花；棉」は明瞭である。續

く語を iliとするRadloffには從えず，字面からはyïlqïと讀める。諸先學はさらに後續の語をP’R=  

bar「ある，在る」としているが，實際の字形はさらに長く，下端までの短い缺落部にも續いてい

たとみられるので，別語とみなさねばならない。
T. yïlqïには「～年分の」と「家畜；畜生」の兩義があり［ED, 925–926］，Tuguševaは後者を採用

して本處を「7頭の馬（yïlqï）の束（baγ）の棉（ xlopok [količestvom] v semʼ lošadinyx vʼjukov）」と解

釋する。しかし，棉・棉花は一般的には重量單位の tangやbatmanで計量されるので，本處であえ

てyïlqï 「家畜」 により計量したとは想定しづらい。むしろ，本來は税として徵収されるべき棉花の

うち，滯納されたものが 7年分 （yiti yïlqï） 殘っており，本文書はその徵収に關係していたのかもし

れない。
B2r4, nampï: 麴氏高昌國時代～唐代に，トゥルファンの南方に位置していたオアシス都市の名の

南平（GSR, 650a + 825a, *nậm-bi̯wɒng）を「ウイグル字音」形式で音寫した地名。ウイグル文契約

文書SUK Ad01にみえる城市名アムビ （Ambï） も，語頭をN-字とみてNampïと改め，同地とみなす

べきである。モンゴル時代のウイグル語文書には，このNampïの語頭のN-がL-に交替したラムピ

（Lampï）という異形も在證されており，これが現在のラムプ（Lampu > Chin. 拉木伯～讓布）とい

う集落名の直接の起源である［Matsui 2014a, 278–282］。本文書で便宜を供與されるイェゲンチュク

とトゥルミシュの 2名は，高昌から最終目的地のトクシンに向かう際，その中間にあるナムピ／ラ

ムピで馬を交換したのであろう。
B3r1, arïq bökä: このArïq-Bökäという人物が初代モンゴル皇帝チンギス=カン（Činggis-qan）の

末子トルイ（Tolui）の末子アリク=ブケ（Ariγ-Böke, d. 1266）に同定されることは，B3文書がこの

第 1行のみを擡頭して敬意を表現していることからも確實である8。

本文書でアリク=ブケが言及されるのは，當然，モンゴル帝國における彼の政治的地位を反映す

るものである。アリク=ブケが帝國の政治中樞にあったのは，長兄のモンケが第4代皇帝 （憲宗） と

して卽位した西曆1251年から，次兄のクビライ （Qubilai, r. 1260–1294） との帝位繼承戰爭に敗れる

7 Tuguševaが拙稿の指摘に気付かず，なおbačaγa taγ yṳz-intä bolmiš taγ「バチャガ山に面している畜群（tabuna 
naxodjaščegosja na gore Bačag）」と誤讀しているのは遺憾である［Tugusheva 2013, 135–137］。

8 Radloff以來のqačan-kökä，また最近のTuguševaのqačïγ-kökäという轉寫［Tugusheva 2013, 136］は，いずれも
誤り。
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中統五年（1264）陰曆七月まで，とみなすことができる。この間の「羊年」は憲宗モンケ九年（1259）

己未だけであり，ここに本B3文書の年代は決定する。連貼されているB1・B2・B4文書の「羊年」

も明らかに同年である［Matsui 2014b, 617–618］。

この年の陰曆七月二十八日癸亥に憲宗モンケは崩御する。アリク=ブケは，太祖チンギスの末子

トルイのそのまた末子としてチンギス宗家の財産を相續する立場にあり，またモンケの南征に際し

てはモンゴル本土の留守を預かり，かつモンゴル本土でのモンケの葬儀をも主催して，第 5代皇帝

の正統な候補者として最も有力であった。その正統性を軍事力で覆したのが，翌年中統元年（1260）

三月一日に卽位した第 5代モンゴル皇帝の世祖クビライであった。

本B3文書の内容は，モンケ崩御の直後の憲宗九年（1259）陰曆十月十一日に，アリク=ブケの

權威を奉じる使臣が，トゥルファン地域でブドウ酒の製造（あるいは輸送）を擔當していたことを

示唆する［本稿第3節參照］。周知のように，モンゴル時代，ウイグル王國領で生産されるブドウ

酒は，最高級品として珍重された［松井 1998b, 29］。本文書で言及されるブドウ酒は，モンケの葬

儀への參列者，あるいはアリク=ブケ卽位のためのクリルタイへの參加者に提供されることが想定

されていたのかもしれない。
B3r3, sïqturγlï: 11世紀の『テュルク語總覧（Dīwān Luġāt al-Turk）』にもol üzüm sïqturdï「彼はブ

ドウを壓搾させた」という表現がみえることからみて，本處も sïqturγ(a)lï < v. sïqtur- (caus.) < sïq-「（ブ

ドウ酒を）壓搾させる；壓搾作業（製造）を手配する」とするClausonの解釋に從う［ED, 807; cf. 

CTD II, 55; Tugusheva 2013, 195］。
B4r1, qorumčï oγul: T. oγul「息子（> P. ūġūl）」およびその派生語であるT. oγlan「少年（> P. ūġlān）」

は，M. kö’ü(n) ~ ke’ü(n)「子，息子（> P. kā’ūn）」と同じく，「王子，諸王」の意で頻繁に用いられ

た［羽田 1925 ＝羽田 1958, 176, 179; TMEN II, Nrn. 502, 198; Boyle 1971, 286］。本處のQorumčïも，
oγul號を伴っており，またB3文書のアリク=ブケと同樣に擡頭による敬意表現を加えられている

ことから，モンゴル王族だったことは確實である。

歷史状況からみて，この「コルムチ王子」は，第 2代モンゴル皇帝オゴデイの第 6子カダアン（Qadaʼan 

~ Qadaγan > Chin. 合旦）の第 5子コルムシ（Qorumši ~ Qurumši）に同定できると考えられる9。第4 

9 モンゴル人名Qorumčiの語末音の -čiはしばしば -šiに交替したと考えられる。例えばムカリ（Muqali）の曾孫
で第 5代ジャライル國王家當主となった「忽林池／忽林赤」のモンゴル語名は，漢字表記からは本處と同じ
くQorumčiと再構できるが，ペルシア語史料ではQūrumšīと記錄されている。また，『元史』巻169に立傳され
る賈シラ（Šira > Chin. 昔剌）の孫コルムチ（虎林赤 < Qorumči）は，同巻9・世祖本紀・至元十四年（1277）
六月丁丑条では「忽林失（< *Qorumši）」と表記されている。この人名 Qorumči ~ *Qorumši > Chin. 忽林池／忽
林赤／虎林赤／忽林失 ~ P. Qūrumšī については，「ホラズム出身（者）」を意味する P. Ḫwārizmī からの借用・轉
訛とするPelliotの提唱が，最近まで受入れられている［Pelliot 1938, 149–152; cf. Cleaves 1949, 433–435; Rybatzki 
2006, 525–526］。しかしその論據は，結局のところ，『元朝秘史』（§263, 11:50:05; 11:50:08）でホラズム出身の
ムスリム財務官僚マスウード=ベグ（Mas‘ūd Beg > 馬思中忽惕）の “姓”が中忽舌魯木石 > *Qurumši と漢字表記さ
れる點に盡きる。またPelliotの想定するP. Ḫwārizmī > M. *Qorusmi という借用形式も在證されておらず，そこ
から *Qorumši ~ Qorumčiという子音轉換を推定するのも飛躍がある。『元朝秘史』の中忽舌魯木石については，『秘
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代皇帝モンケは，自身の卽位に反對してクーデタを計畫したオゴデイ系・チャガタイ系王族に徹底

的な彈壓を加えたが，その際，オゴデイ系に屬しながらクーデタには參加しなかったカダアンは，

皇帝モンケの軍隊から1萬人隊を分與され，オゴデイの諸オルド・后妃の一部をも相續して，ビシュ

バリク地域に遊牧地を獲得した［Boyle 1958, 595; 村岡 1992, 43; 松田 1996, 48; cf. 安部 1955, 56–57; 

『元史』巻3・憲宗本紀，憲宗二年（1252）夏条］。そのカダアンの王子コルムシについての情報は

東西の編纂史料にほとんど記錄されていないが，本文書のコルムチ／コルムシがカダアンの子であ

り，父の牧地であるビシュバリクから天山を南に越えた高昌・トゥルファン地域に影響力を行使し

たという蓋然性は高い。その點でも，本文書における同定は重要である。
B4r4, tarγlï: Radloff以來，T’RYXLY = tarïγ(a)lïと判讀され，v. tarï-「（作物を）作付けする；（土

地を）耕す，耕作する」 に關連づけられている10。しかし，先行するborはあくまでも製品としての「ブ

ドウ酒」であって，「ブドウの木」や「ブドウ園」ではないから，「耕す；栽培する」という解釋は

そぐわない。また，原文書を實見したところ，實際の字面もT’RXLY = tarγ(a)lïであって，これを 

T’RYXLY = tarïγ(a)lï と解するのは苦しい。

古テュルク語のv. tar-には「解散する，分配する」の意があり［e.g., ED, 529］，本處の文脈とも

必ずしも乖離しないが，Text B3の使臣がブドウ酒製造に關係して言及されるのと比較すれば，本 

B4文書の使臣も「ブドウ酒を分配するため」にトゥルファン地域へ派遣されたとは考えづらい。

ここではあえてRadloffが新ウイグル語として収錄するv. tar-「一箇所に集める（auf einer Stelle 

zusammendrängen, sammeln）」［VWTD III, 836］によって解釋しておく。

D20      U 5790 + *U 9261 (T III 66)

本文書は，第3次ドイツ=トゥルファン探檢隊により將來され，現在はベルリン科學アカデミー

（以下，BBAW）に所藏される。現存するU 5790文書は上半部分のみの斷片である［VOHD 13,22 

#270; 本稿 Fig. II, 1］。しかし， R. R. Aratがベルリン留學（1928～1933年）時に撮影した寫眞［本稿 

Fig. II, 2］により，本來の状態を確認できる11。*U 9261という文書番號は，この破損した部分に 

BBAW が與えたものである。

史』モンゴル語原本自體の誤記の可能性なども考慮すべきではなかろうか。人名 Qorumči ~ *Qorumši  の語源
としては，モンゴル語 qorumǰi 「減少，損」［Lessing, 967］か，または qurim「婚禮；宴會」［MKT, 686; Golden 
2000, 291］に職掌を示す +či が接續した「宴會係（qurimči）」，テュルク語ならば qorum「砂礫，大岩」［ED, 
660; CTD I, 303］に由來する「石匠（qorumči）」なども想定できよう。

10 Radloffは tarïγlïと轉寫し，bor tarïγlïで「ブドウ（の木）の手入れをする者（der die Wein(stöcke) besorgt）」と譯
した［USp, 91–92］。Clausonが本處を “a wine grower” と譯すのも，明らかにRadloffに從っている［ED, 532］。
Malovは接尾辭の -γlïを正しく副動詞 -γ(a)lï「‥‥するために」と修正したが，bor tarï-を「ブドウ園を耕作す
る（vozdelyvat’ vinogradnik）」と解釋する點は，基本的にRadloffと變わらない［USp, 231］。Clarkもこれを踏
襲して “cultivate wine” と譯す［ClarkIntro, 443］。

11 このArat撮影寫真資料の調査と發表を許可されたOsman Fikri Sertkaya教授のご好意に，この場を借りて深甚
の謝意を表す。
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現存の U 5790 文書の紙寸は 9.0 ⊗ 8.6 cm なので，これをもとに推計した本來の文書の縱寸は16.5 cm 

前後になる。

1 milik tämür oγul-nung メリク=テムル王子の。
2 ït yïl onunč ay altï yangïqa 犬年第十月初（旬の）六日に。
3 uz-a b(o)r iltür siliba ilči 匠人にブドウ酒を運ぶシリバ使臣
4 -ning no̤kör yn-a yisüdär il(č)[i] の侍從，およびイスデル使臣（へ）
5 yol aṣuq-luq birgü üč tayaq äḍ 旅行用食糧として與える3串の肉と
6 altï küri min-tä turpan-ta qanimdu 6斗の麵粉のうち，トゥルファンのカニムドゥが
7 bir tayaq äḍ iki küri min 1串の肉，2斗の麵粉を
8 büḍürüp b(i)[r](ṣü)[n] 調達して供出せよ。

語註
D20r1, milik tämür: 前半の人名要素 milik（~ melik ~ mälik ~ M. melig < P. malik）についてRaschmann 

はTilikの可能性を指摘するが［VOHD 13,22 #270］，その必要はない。アリク=ブケの末子メリク=

テムル（Melig-Temür ~ P. Malik-Tīmūr ~ Chin. 明里帖木兒～滅里鐵木兒，d. 1307）に同定すべきこと

は，「息子」から轉じて「王子」を意味する oγul［上掲語註B4r1參照］が後續していることからも

明らかである。

世祖クビライは，アリク=ブケの没（1266）後，アルタイ方面にあったその牧地・牧民を末子の

メリク=テムルに相續させた。至元八年（1271），メリク=テムルは，カイドゥ勢力に對抗するため，

大元ウルス軍團とともに天山山中のアルマリクへ派遣された。至元十三年（1276），シレギ（Širegi 

> 失烈吉）の亂の勃發でこのアルマリク駐屯軍團は崩壊し，その結果メリク=テムルはカイドゥ勢

力に合流して大元ウルス政權と敵對することとなった。その後，至元二十九年（1292）には一時的

に大元ウルスに來降したこともあったが，彼が最終的に大元ウルスに來降したのは，クビライ曾孫

のハイシャン （Haišan, のちの武宗，r. 1307–1311） がオゴデイ諸裔の平定のためにアルタイ以西に進

撃した大德十年（1306）のことである。メリク=テムルは安西王アーナンダ（Ānanda > 阿難答）に

伴われて，大德十一年（1307）正月庚午には大都宮廷に至る。その3日後（正月癸酉）に皇帝テム

ル（Temür, 成宗，r. 1294–1307）が崩御し，メリク=テムルはアーナンダの卽位を援助するが，ハ

イシャンの弟アユルバルワダ（Ayurbarwada, 仁宗，r. 1311–1320）の宮廷クーデタにより失敗し，

五月にアーナンダとともに上都で處刑された［松田 1983; 村岡 1985; 松田 1988; 杉山 1995］。

從って，本文書第 2行の紀年「犬年」は，1266～1307年の40年間に求めることができるので，

至元十一年（1274）甲戌，至元二十三年（1286）丙戌，大德二年（1298）戊戌のいずれかとなる。

この點については，本稿第 3節であらためて檢討する。
D20r2–4: この第2–4行の行頭下げ（「降格」）は，第1行冒頭のメリク=テムルに對する敬意表現

である。このような「降格」による敬意表現形式は，チャガタイ=ウルス支配時代のモンゴル語・
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ウイグル語文書に特徵的なものであることは松川節によって指摘され［松川 1995, 112–115］，それ

を承けて筆者はこれを「チャガタイ=ウルス式敬意表現」と呼んだ［松井 1998b, 8］。しかし，本 

D20文書は，メリク=テムル存命の1306年以前に年代比定され，チャガタイ=ウルスが東部天山地

域の支配を本格化する1320年代後半より最短でも20年前後は遡ることとなる。從って，このよう

な「降格」による敬意表現形式をチャガタイ=ウルス支配の指標とすることはできず，その由來や

また「チャガタイ=ウルス式敬意表現」という呼稱も再考しなければならない。
D20r3a, uz-a b(o)r iltür: uz-aはuz「匠人，工匠」に與格語尾 -a が後續したもの。「ブドウ酒（bor）」

に後續する iltürは，v. ilt- ~ ilät- 「運ぶ，もたらす」［ED, 177］の中立形とみなす。
D20r3b, siliba:  Syr. Ṣelībā ~ Ṣelīvāに由來するキリスト教人名Siliba ~ Selibaは，ベルリン舊藏のウイ

グル契*U 9000や，セミレチェ發現の東方キリスト教徒テュルク語墓誌銘にも在證される［Raschmann 

2008, 129; Chwolson 1890, 134–135］。
D20r4a, no̤kör: ~ nökör < M. nökör「侍從，從者，下僕；屬僚；仲間」［Lessing, 593; TMEN I, Nr. 388］。

モンゴル帝國時代におけるチンギス帝室の「御家人，郎黨」としての nökör （> P. nūkār） の歷史的

役割については，護雅夫の先驅的研究［護 1952a; 護 1952b］とそれを大きく發展させた志茂碩敏の

一連の研究成果に詳しい［志茂 1995; 志茂 2013］。しかし本文書では本來の普通名詞として理解す

べきであろう。BBAW 所藏の供出命令文書 U 5284 にも同樣の用例が確認できる［松井 2002, 108］。

なお，『元朝秘史』・『至元譯語』・『高昌館譯語』雜字では，いずれも「伴當」と漢譯される［石田 1934 

＝石田 1973, 175; Ligeti / Kara 1990, 265, Kara 1990, 314; Ligeti 1966, 185–186, 299］。
D20r4b, yisüdär: ~ P. yīsūdar ~ Chin. 也速迭兒／也速答兒／也速帶兒 , etc. < M. yesüder「第9の」。

頻出するモンゴル人名［Rybatzki 2006, 740］。
D20r5a, yol aṣuq-luq: 同じ表現が，後述の 「ヤリン文書」 群に屬するCh/U 7213v（松井 2003, Text 

E = Matsui 2014b, E3）にもみえる。
D20r5b, tayaq: 第5, 7行の文脈からは，肉（äḍ）の計量單位として用いられたとみなせる。テュル

ク語では 「支持，支えるもの」 の他に 「杖，棍棒，竿」 などの意がある ［ED, 568; TMEN II, Nr. 864］。

本文書で供出された肉は，乾し肉・練り肉などを棍棒（tayaq）状にしたものか，あるいは細い棒

（tayaq）で串刺しの状態にしたものだったのかもしれない。
D20r6, qanimdu: 漢語「觀音奴」に由來する人名。

E2　　*U 9234

ドイツ=トゥルファン探檢隊により將來された資料であるが，第二次世界大戰中に所在不明とな

り，現在はやはりR. R. Aratがベルリン留學中に撮影した寫眞により確認できる12。 出土地番號は付

されておらず，Arat自身は197/48という編號によって，その内容を簡單に紹介している［Arat 1964, 

12 この寫真資料の調査と發表についても，Osman Fikri Sertkaya教授のご好意で研究・發表を許された。重ねて深
謝する。
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21, 36］。*U 9234という文書番號は，現在BBAWにより與えられたものである。紙寸などの情報は不

明である。

本文書は，筆者がかつて校訂した「ヤリン文書」群［松井2003］と共通の歷史的背景のもとで

作成されたものである。供出負擔者としてケルシン（Kärsin）とヤリン（Yalïn）という人物が共通

しており，また本文書末尾に捺された墨印3顆のうち，下の2顆は「ヤリン文書」群に共通して捺

されていた墨印のうち 2つ（松井 2003の墨印A・墨印C）と同一だからである。

「ヤリン文書」群は，總體としては至治二年（1322）壬戌前後に年代比定され，またチャガタイ

=ウルスがトゥルファン地域を實効支配する西曆1320年代後半には及ばない［松井 2003, 53–55］。

從って，本文書の「羊年」も延祐六年（1319）己未に比定される可能性が最も高い（ただし，干支

をひとまわり遡る大德十一年（1307）丁未の可能性もある）。

1 [        oγul?-n]ung
2 qoyn yïl čxšpt ay toquz yangïqa y(u)rḍ(?) qurγu ṭniyäl ilči
3 alγlï kälmiš üč küri čubaγan üč k(ü)[ri] üzüm üč küri
4 alïma talqan-i on iki qalča ṭušab [    ]-ta munča\-ta/ lükčüng-
5 -kä tägir bir küri čubaγan bir küri [   ] quruγ üzüm
6 [bir k]üri alï(m)[a tal]qan-ï tört qalča ṭušab-ta kärsin yalïn olar
7 [                            küri] čubaγan bilä bütürüp [bi]rzün

1 ［……王子?］の。
2 羊年戒月（＝第十二月）初九日に。宿營地（?）を整えるべきダニエル使臣が
3 受領しに來た3斗の棗，3斗のブドウ，3斗の
4 碎いた乾しリンゴ，12角杯のシロップ‥‥のうち，これらのうち，リュクチュング
5 に（税として）至る（＝賦課される？）1斗の棗，1斗の乾しブドウ，
6 ［1］斗の碎いた乾しリンゴ，4角杯のシロップのうち，ケルシン・ヤリンたちが
7 ［‥‥‥‥□斗の］棗を，すべて調達して供出せよ。

語註
E2r1, [.... oγul?-n]ung: 現存部分の字畫は -WNKと判讀できる。これを屬格語尾 [-n]ungと解釋し，

破損缺落部にoγul「王子，皇子」を推補するのは，前掲B4・D20文書第 1行との比較に基づく。「王

子，皇子（oγul）」の他の推補の可能性としては，稱號ならば「王（ong < Chin.）」，「公主（qunčuy 

< Chin.）」，「カトン，可敦，后妃（qatun）」などの可能性がある。またB3文書のArïq-Bökäのよう

な個人名だけが書かれていたとすれば，テムル（Temür），クトルグ（Qutluγ）など，末音節に円唇

母音をもつ名詞を想定できる。

いずれにせよ，この第1行に書かれていたはずの人物は，第2–4行の行頭の「降格」による敬意

表現の對象とされているから［前掲語註 D20r2–4 參照］，やはり B3・B4・D20と同樣，モンゴル王
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族，もしくはそれに準じる上級支配層に屬していたはずである。
E2r2a, y(u)rḍ(?) qurγu: 最初の語の字畫は虛心にみればYYRD = yirdであるが，適當な語彙を見

出せない。かりに「牧地；宿營地；テント」をさす yurt ~ y(u)rḍ = YWRD の -W- の筆致が十分でな

いものとみなし［TMEN IV, Nr. 1914］，續くqurγu < v. qur- “to put something in order; to set in order, to 

set up; to organize (a meeting)” ［ED, 643］とあわせて「宿營地を整えるべき」と試譯した。その背景

としては，本文書の供出物件である棗（čubaγan）・乾しブドウ（quruγ üzüm）・乾しリンゴ（alïma 

talqan-i）・シロップ（ṭušab）などが「宿營地（yurt）」でモンゴル支配層が開く宴會・酒宴で用いられ

たものであり，「宿營地を整える」作業にはこれらの食糧・飮料の準備・調達までが含まれていた，

という状況を推測できるかもしれない。
E2r2b, ṭniyäl: ~ ṭ(a)niyäl ~ ṭaniyäl ~ daniyäl「ダニエル」。Syr. d’nyl = dānī’el ~ dny’yl = dānīyelから

借用されたキリスト教人名である。
E2r4a, alïma talqan-i: alïmaはalma「リンゴ」の異形とみる。後續の talqanは “crushed parched grain” 

の意［ED, 496］であるから，alïma talqan-ïで「碎いた乾しリンゴ」とみなすことができるだろう。

文脈から，第6行にも推補できる。
E2r4b, qalča: M. qalǰa “inkstand made of horn” ［Lessing, 922］ の借用語とみて，本處では「角杯」

と譯す。本處では，明らかに飮料としてのシロップ （ṭušab） の計量單位として用いられている。

その實態量については，BBAW所藏の帳簿樣文書Mainz 765によっておおよその推計が可能であ

る。この文書には「モンゴル=バフシに 5角杯のブドウ酒，1斤の肉，1斤の［麵粉を與えた。］

‥‥ウラダイ使臣に番役で5角杯のブドウ酒，1斤の麵粉，1［斤の］肉を與えた。アフマド使臣に，

5角杯のブドウ酒，1斤の麵粉，1斤の肉を與えた（9mongol baxšï-qa biš qalča bor bir baḍman äḍ bir 

baḍman m[in b] ……… 17uladay ilči-kä käṣig-tä 18biš qalča bor bir ba‹ḍ›man min bir äḍ b axmaṭ ilči-kä 19biš 

qalča bor bir bamḍan min bir baḍman äḍ b）」という記載がみえる。ここでブドウ酒（bor）・肉（äḍ ~ 

ät）麵粉（min）を與えられている3名のうち，ウラダイ・アフマド（Axmaṭ < A.-P. Aḥmad）兩名は

「使臣（ilči）」として言及されるから，明らかにモンゴル帝國の驛傳制度を利用する公權力者である。

引用部冒頭の「モンゴル=バフシ」も同樣であろう13。すなわち，この帳簿は，驛傳制度の利用に關

する支出簿とみなされる［cf. VOHD 13,21, #203］。

モンゴル帝國の驛傳制度では，使臣1名が1日に支給される肉（U. ät ~ M. miqa）・麵粉（U. min ~ M. 

13 このモンゴル=バフシMongol-baxšïの解釋は問題をはらむ。周知のように，古ウイグル語のbaxšïはChin.博士
からの借用語であり，トゥルファン出土ウイグル語文獻ではおおむね「師，師僧」の意で用いられるので，
本處でもモンゴル（Mongol < Mongγol）を人名とみて「モンゴル（という名の）師」と解するのが自然である。
ただし，フレグ=ウルスの文書行政制度を繼承するジャライル朝にみられるような，宮廷官房で「モンゴル語
諸命令文の書記（M. bičigči ~ P. bitikčī < T. bitigči）」として任命され，世襲の「師傅」として特殊な地位を占め
たウイグル系・モンゴル系のバフシ（baxšï > P. baḫšī）［宮 2012, 45–51］のような存在を，トゥルファン地域を
支配したウイグル王家や近隣のモンゴル王族の家政機構にも措定できるかもしれない。ティムール朝におけ
る「ウイグル=バフシ」の存在［久保 2012］にも注意すべきであろう。
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künesün） の量は各1斤（U.-M. batman）≒640グラム，また酒（トゥルファン地域ではブドウ酒 bor 

や蒸留酒 araqï ~ araki） の量は1升 （U.-M. saba︶≒840 ㎖と規定されていた［松井 2004, 165–163］。
Mainz 765文書でモンゴル=バフシ・ウラダイ使臣・アフマド使臣に與えられた肉・麵粉の量は等

しく1斤 （batman）であり，これはモンゴル帝國の驛傳制度の規定額と一致する。從って，やはり

彼らが等量で支給されている「5角杯のブドウ酒（biš qalča bor）」も，驛傳制度の規定額である1升

に相當するものと推定される。とすれば，液體計量單位としてのqalčaの容量は，1升（＝840㎖︶÷

5＝168 ㎖，つまり約170 ㎖と槪算できる。

ちなみに，このMainz 765支出簿では，バリクチ使臣（10Balïqčï-ilči）・サルガル使臣（17Salγar-

ilči）・ブカ使臣 （17Buqa-ilči）・鐵工たち（11tämir-či-lär），さらには某ベグの侍從 （12no̤kär < Mong. 

nökär ~ nökür）に，それぞれ「2.5角杯のブドウ酒（iki yarïm qalča bor）」を與えたことも記錄される。

これは，1日あたりの規定量である5角杯の半額に相當する。『永樂大典』（巻19418, 葉3a）所収の『經

世大典』・站赤には，至元二十一年（1284）四月の驛傳利用者の支給規定として「正使宿頓，支米

一升・麵一斤・羊肉一斤・酒一升・柴一束・油盬雜支鈔三分；經過減半」とあり，「宿頓」すなわ

ち驛站に宿泊する使臣に對して，「經過」すなわち驛站を通過するだけの使臣への支給額は半額と

定められている。Mainz 765文書で，5角杯の半額「2.5角杯のブドウ酒」を支給されている者も，

このように驛站を「經過」して行った者なのであろう。

なお，本E2文書では，供出すべき物件の總額が「3斗の棗，3斗のブドウ，3斗の碎いた乾しリ

ンゴ，12角杯のシロップ」とされ，そのうちリュクチュングへ納税される部分が「1斗の棗，1斗

の乾しブドウ，［1］斗の碎いた乾しリンゴ，4角杯のシロップ」すなわち總額の1/3とされる。シロッ

プの納入額「4角杯」は，上にみたブドウ酒の使臣1名の規定日額5角杯と近似し，これもやはり使

臣への供應に關係する物件供出と推測することができる。
E2r4c, ṭušab: 前註にみた液體計量單位qalčaで計量されていることから，現代トルコ語のduşab

「ブドウその他の果物で作られるシロップ（üzüm veya başka meyveden yapılmış şurup）」［Tietze, 664b］

と同じく，P. dūšāb “syrup of grapes or dates, anything upon which milk is poured”［Steingass, 544］の借

用語とみなす14。本處の後續部分は破損缺落しているが，文脈からはそこにテキストがあったとは

考えらない。他の「ヤリン文書」の例［松井 2003, 53］と比較すれば，本文書も漢文佛典の紙背を

二次利用して作成したと推定され，その時點ですでに紙が破損していたのかもしれない。
E2r4-5, lükčüng-kä tägir: 地名リュクチュング（Lükčüng）は，唐代の柳中に由來し，現在のルク

チュン（Lukčun > 魯克沁）にあたる。モンゴル期の漢文史料では魯古塵あるいは呂中と音寫され

た例がある。

「ヤリン文書」に屬するウイグル文供出命令文書には，Ch/U 6757v + Ch/U6756v（= Matsui 2014b, 

E11）には，本文書と同樣に，この「リュクチュングに至る （lükčüng-kä tägir）」という表現で供出

14 ちなみにRasūlid HexaglotにはA. al-dibs “syrup, molasses, treacle esp. of grapes” = P. dūšāb = T. bekmez “syrups of 
fruit juice” という對譯例がみえる ［Golden 2000, 326］。
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物件を説明する例がみえる：3sač iḍgü y[iti] baḍ[man tämür-tä l](ükč)[üng]-kä (t)ägir iki [batman] 4
[....] 

tämür-tä「鐵鍋を製造するための7斤［の鐵のうち］リュクチュングに至る2斤の‥‥鐵のうち」。同

じく「ヤリン文書」に屬するCh/U 6954v（＝松井 2003, Text C = Matsui 2014b, E8）には，これと平

行する文脈で 4alïm-qa 5t(ä)gmiš üč  baḍman käpäz-tä「税として至った3斤の棉花のうち」と記される。

さらに，これらを折衷したより詳しい説明として，やはり「ヤリン文書」に屬する *U 9233（= 

Matsui 2014b,  E5）は，2mäl[i](k) bäg-kä birgü lükčüng alïm-ïnga tägmiš altï 3šïγ buγday「メリク=ベグに

供出すべき，リュチュングの税（alïm）として至った6石の小麥」という。すなわち，これらの物件

は，いずれもリュクチュング地域の住民に税物として「至る（täg-）」すなわち賦課されるもので

あると考えられるので，上掲の和譯でも，適宜に解釋を補っている。
E2r5, bir küri [   ] quruγ üzüm: ここでも，küriとquruγの間の料紙は，文書作成時點ですでに破損

缺落していたと推測される。前掲語註E2r4c參照。

3 .「みえない」ヤルリグとその歷史的背景
前述のように，ウイグル文供出命令文書の記載は，年月日記載から始まるのが一般的である。し

かし，上掲の4件の冒頭は，この年月日記載に先立って，以下のような記載事項を有する點で例外

的といえる。

B3: 1Arïq Bökä-ning「アリク=ブケの。」
B4: 1Qorumčï oγul-nung「コルムチ王子の。」
D20: 1Milik Tämür oγul-nung「メリク=テムル王子の。」
E2: 1[.... oγul?-n]ung「［‥‥王子？］の。」

B3・B4・D20は，いずれもモンゴル王族に言及する。また，テキストが破損缺落しているE2も，

モンゴル王族や上級支配層に屬する人物に言及していたことは確實である［語註E2r1參照］。

それでは，この例外的記載は，具體的に何のために記されたのであろうか。以下，既發表の

B3・B4の用例に對する代表的な先學の解釋を檢討しておく。

まずRadloffは，B3・B4およびそれらと連貼された4件を「領収證」と理解しつつ，冒頭の人名を，

「それに對して領収證が發行されたところの人物の名前（der Name der Person ...., für die die Quittung 

ausgestellt wurde）」，つまり「領収證」の受領者とみなした［USp, 92］。しかしながら，驛傳馬の供

出によるクプチル税の代納命令という本文書の性格・機能からすれば，本文書の受領者は驛傳馬を

供出した「バチャガ=タルカンの百戸 （内） のボルミシュ=タズ」であるから，Radloffの解釋は成

立しない。

また L. V. Clarkは，これらの人名を「命令文書を發行した官吏の名（the name of the official who 

issues the decree）」と解釋した［ClarkIntro, 389］。しかし，B3・B4に捺された朱方印からは，本文
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書は「高昌王
？

總管府」により發行されたと考えられる。そもそも，モンゴル王族が自ら，トゥルファ

ン地域で古ウイグル語の行政命令文書を發行したということも考えづらい。

ここで問題の4文書の目的・機能についてみれば，B3文書は使臣 （ilči），B4文書はブドウ酒係

（borčï），D20文書は使臣・侍從 （nökör） へ馬匹や食糧を提供して便宜を供與するものであり，E2文

書は使臣 （ilči） が徵収していく各種の物件そのものを供出するものであった。これらの使臣・ブド

ウ酒係・侍從らは，おそらく，モンゴル王族・支配層によって派遣されたものであり，その際には

主君のモンゴル王族からのモンゴル語命令文書を發給されていたであろう。モンゴル皇帝以外のモ

ンゴル王族や貴族・行政官らが，自己の命令文書を持たせて使臣を派遣するということは，帝國の

東西でみられた事象である。本稿第1節に掲げたモンゴル語行政命令文書のうち，④⑤⑦などはそ

の實例であり，さらに原文書として現存する類例は他にも少なくない［Mostaert / Cleaves 1952; 

Mostaert / Cleaves 1962; Weiers 1967 = BT XVI, Nr. 72, 75］。またモンゴル王族とその宮廷・政權の中

樞部から發行されたという點では，本稿第 1 節のペルシア語行政命令文書の諸例（⑨～⑭）も，こ

れらのモンゴル語文書と同樣の性格をもつといえる。

問題のウイグル文供出命令文書B3・B4・D20・E2で便宜を供與される使臣たちもこのようにし

て派遣されていたとすれば，彼らはトゥルファン地域に到着すると，持參しているモンゴル王族か

らの命令文書をトゥルファン現地の政廳に提示して指令を與え，それに對應するためにウイグル人

官吏がウイグル語で發行したのが文書B3・B4・D20・E2である，と推測できる。

そして，本稿第1節に掲げたモンゴル語（①～⑦）・ウイグル語（⑧）・ペルシア語（⑨～⑭）行

政命令文書にみえる權限附與文言の諸例に鑑みれば，問題の文書B3・B4・D20・E2の冒頭の例外

的記載は，供出命令文書により便宜を供與される使臣らが依據するモンゴル上級權力・權威の所在

を示す權限附與文言に類するものと考えられる。すなわち，これらの記載は，本來はそれぞれArïq 

Bökä-ning yarlïγ-ïndïn「アリク=ブケのおおせにより」（B3），Qorumčï oγul-nung yarlïγ-ïndïn「コルム

チ王子のおおせにより」（B4），Milik Tämür oγul-nung yarlïγ-ïndïn「メリク=テムル王子のおおせに

より」（D20），[...... oγul-n] ung yarlïγ-ïndïn「［‥‥王子］ のおおせにより」（E2）などとされるべきも

のであったと推測できるのである。

しかし，現實には 「おおせにより（yarlïγ-ïndïn）」 という語句は記されていない。その理由につい

て，筆者は，さらに以下のように推定してみたい。B3・B4・D20・E2文書を作成・發行したトゥ

ルファン地域のウイグル人官吏・政廳は，それらの供出命令文書がモンゴル王子・王族らの權威に

由來することを記すにあたり，「おおせ（T. yarlïγ ~ M. ǰarliγ）」の語をモンゴル皇帝の命令に限定す

るという原則を遵守して，彼らモンゴル王族の命令を「おおせ（T. yarlïγ ~ M. ǰarliγ）」とは稱さなかっ

た。しかし，上級支配層としてのモンゴル王族の命令を，モンゴル語の「ことば（M. üge）」に相

當するウイグル語・テュルク語「ことば（söz）」と稱することは，彼らの命令を非モンゴル王族で

あるウイグル人官吏ら自身の命令と同列に置くことになり，やはり不敬とみなされかねない。その

ため，あえて王族の個人名の後に「おおせ（T. yarlïγ ~ M. ǰarliγ）」とも「ことば（M. üge ~ T. söz）」
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とも書かないことで，モンゴル皇帝と，それらのモンゴル王族との雙方に對して，敬意を示したの

であろう。

本稿第 1節にみたように，13世紀末以降には，大元ウルスの直接支配から實質的には離脱した

西方諸ウルスの臣僚たちは，自身の直接の主君の命令を「おおせ（T. yarlïγ ~ M. ǰarliγ）」と稱する

ことを忌避しなかった。これと比較すれば，問題の B3・B4・D20・E2 文書を作成したウイグル人

官吏・政廳には，唯一至上の最高君主としてのモンゴル皇帝・大元ウルス皇帝の權威が，より強力

に認識されていたと考えることができる。

B3・B4文書が發行された憲宗モンケ病没の直前・直後の時期においては，モンゴル皇帝は，な

お帝國全域に對して至上の權力を實質的に行使していた。またE2文書が屬する「ヤリン文書」群

には，チャガタイ=ウルスの實効支配を示す特徵は確認されないので，1320年代前半まではトゥル

ファン地域がより直接的には大元ウルスの支配下にあったことを示す［cf. 松井 2003, 53–55］。チャ

ガタイ=ウルス支配下で發行された⑤⑥⑦⑧が皇帝以外のモンゴル王族に「おおせ（T. yarlïγ）」の

語を用いることと比較すれば，これを回避しているE2文書は，その發行時點において，トゥルファ

ン地域における大元ウルス皇帝の權威・影響力がチャガタイ=ウルスのそれよりも優勢だったとい

う状況をあらためて示すものといえる。

モンゴル王族のメリク=テムルに「おおせ （T. yarlïγ）」の語を用いないことからすれば，D20文

書の「犬年」の時點においても，トゥルファン地域には大元ウルスの強力な支配が及んでいたはず

である。この「犬年」は，至元十一年 （1274） 甲戌・至元二十三年 （1286） 丙戌・大德二年 （1298）

戊戌のいずれかであり，一方メリク=テムルは至元十三年 （1276） のシレギの亂に伴いカイドゥ勢

力に合流する［語註 D20r1參照］。この點に鑑みれば，D20文書の「犬年」は，メリク=テムルとトゥ

ルファン地域の雙方が大元ウルス支配下にあったことがほぼ確實な至元十一年（1274）甲戌に比定

するのが最も妥當である。

ただし，『集史（Ǧāmi‘ al-Tawārīḫ）』が傳えるように，クビライ治世の末期のウイグル王國領は

大元ウルスとカイドゥ・ドゥア勢力に兩屬していたという［Boyle 1971, 286; 陳高華1982, 282; 杉山

1987＝杉山 2004, 361; 松井 2008a, 20–22］。實際に，メリク=テムルとその兄でやはりカイドゥ・ドゥ

ア勢力に屬していたヨブクル（Yobuqur ~ Yomuqur）は，時にはアルタイ方面の大元ウルス軍の前

線部隊と誼を通じたこともあり，その後ヨブクルは元貞二年（1296）に大元ウルスに來降している

［松田 1983, 34–35; 村岡 1999, 19–20］。このような状況からすれば，至元二十三年（1286）丙戌・大

德二年（1298）戊戌のいずれかの時點で，カイドゥ・ドゥア勢力の側に屬するメリク=テムルが，

最高君主としての大元ウルス皇帝の權威下に服しているトゥルファン地域に，影響力を行使し得た

ということも，必ずしも不可能とはいえない［cf. Matsui 2014b, 620–621］。すなわち，本D20文書

の年代を最終的に決定することはできないことになる。それでも，メリク=テムルの存命時點では，

舊ウイグル王國領＝ウイグリスタンにおける大元ウルス皇帝の權威の優位が確認できることは，モ

ンゴル時代における當該地域の歷史展開を考える上で重要である。
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おわりに
本稿の内容は，以下のようにまとめられる。

モンゴル時代，「おおせ（M. ǰarliγ ~ T. yarlïγ ~ P. yarlīġ）」の語を最高君主としてのモンゴル皇帝・

大元ウルス皇帝の命令に限定して用いるという文書行政上の規範・體例は，13世紀末以降の西方

諸ウルスでは嚴格には守られなくなり，特にモンゴル王族以外の臣僚が發行した行政命令文書で

は，皇帝以外のモンゴル王族の命令をもしばしば「おおせ」と稱していた。これに對して，東トル

キスタン～トゥルファン地域のウイグル王國領で發行されたウイグル文供出命令文書には，例外的

な權限附與文言をもつものが 4件あり，そこでは行政命令の直接の權威の所在としてのモンゴル王

族の命令をあえて「おおせ（T. yarlïγ）」とも「ことば（T. söz）」とも稱さないことで，モンゴル皇帝・

大元ウルス皇帝の最高君主としての權威を侵犯することを回避しつつ，當該のモンゴル王族にも敬

意を表するという，異例の處理を行なっていた。つまり，ヤルリグ（T. yarlïγ）＝「おおせ」の語

が文書に「みえない」ことが，逆説的に，ウイグル王國領におけるモンゴル皇帝の權威の唯一性・

不可侵性を示すものと考えられるのである。

また，これら 4件のウイグル文供出命令文書は，チャガタイ=ウルスの東トルキスタン實効支配

を示す特徵がみられず，うち 3點は確實に13世紀後半期，殘る 1點も1320年代以前に屬する可能

性が高い。一方，上述のように，チャガタイ=ウルス發行文書ではしばしばチャガタイ家王族の命

令が「おおせ（M. ǰarliγ ~ T. yarlïγ）」と稱される。これらを勘案すると，權限附與文言においてモ

ンゴル王族の命令を「おおせ（T. yarlïγ）」とも「ことば（T. söz）」とも稱さない書式は，チャガタ

イ=ウルスの東トルキスタン實効支配が本格化する1320年代後半より以前に特徵的なものとして，

時代判定の有効な指標となり得るといえる。

以上の行論では推測に頼らざるを得ない部分も多く，また西方のペルシア語年代記資料・古文書

資料については，なお筆者の知見の及ばない點も多々ある。專家のご批正を乞うものである。

ところで，本稿で提示した供出命令文書のうち，B3・D20の 2件は，アルタイ地域に據點を有

したアリク=ブケ・メリク=テムル父子が東トルキスタンのウイグル王國領にまで政治的な影響力

を行使していたことを示している。すでに指摘されているように，ビシュバリク出身のウイグル人

高僧の安藏（Antsang）は，アリク=ブケの命令によって『華嚴經』を漢語からウイグル語に飜譯し，

いわゆる「道佛論争」に際しても道教の虛妄をアリク=ブケに訴えている。また，クビライとアリ

ク=ブケの帝位繼承戰爭に際しては，アリク=ブケに投降をうながす使節として派遣されたが，成

功せずクビライのもとに歸還したと傳えられる［Oda 1985; 『至元辨僞録』巻 3（北京圖書館古籍珍

本叢刊 77, 書目文獻出版社，511）；『程雪樓集』巻 9・「秦國文靖公神道碑」］。安藏らウイグル人佛

教徒がアリク=ブケの側近には少なくなかったことが推測できる。ただし，このような人脈がその

後のアリク=ブケ家とウイグル王國領との關係に與えた影響は未解明である15。また，モンゴル高原

15 ただし『集史』に記錄されたアリク=ブケの末子メリク=テムルの主要な將相には，ウイグル出身者は見受け
られない［松田 1988, 91–92］。
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史の立場からは，アルタイ西麓・南麓域と高昌・バルクル（Bars-Köl > Barkul > 巴里坤）など東部天

山地域との交通ネットワークが注目されている［村岡 2003, 45］。本稿で扱ったウイグル文供出命

令文書の内容は，このようなモンゴル帝國政治史・交通史の視點からも再檢討していく必要がある。
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Fig. I
B1 + B2 + B3 + B4 = SI 6544

 [St. Petersburg Institute of Oriental Manuscripts, Russian Academy of Science]

Pa 36 (a-b)
SI Uig 14

Pa 36 (c-d)
SI Uig 14

Reproduced from Tuguševa 2013, 317
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Fig. II
D20 = U 5790 + *U 9261 (T III 66) [BBAW]

1. U 5790 currently preserved in BBAW
(http://turfan.bbaw.de/dta/u/images/u5790seite1.jpg)

2. Photographic reproduction 
taken by Reşid Rahmeti Arat 
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Fig. III
E2 = *U 9234

[Reproduced by the courtersy of Prof. Osman Fikri Sertkaya]




